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 8 月に入りました。夏も本格的になり「毎日暑いですね」と言うご挨拶から

始まる毎日です。夏バテしないようにと7月にウナギ食べて頑張ってます♪ 

 

今月は最近特に思うようになったことについてお話させていただきます。自

分の年齢も 50 代になり病気をしないようにと心掛けていると、なぜか「生命

保険はどうなっていたかな？」と、見直したりするようになりました。足りな

いものがあったら、今のうちでないと保険料が高いから早く入っておこうと再

確認しました。 

 

私は顧問先様の決算の時に、借入金・社長の家族構成などを確認して、もしものことがあっても大

丈夫なのかと保険の見直しをさせていただいております。それはいろいろな経験の中から、保険がど

んなに大切であるかを目の当たりにしてきたからです。 

 

例を挙げますと、かなり前ですが、ある顧問先様の娘さんからご相談があり、生命保険の見直をし

てご提案して加入して頂いていました。それから何年か経って、突然ご主人が事故で亡くなられまし

た。子供さんが3 人居て、いちばん下の子供さんはまだ3 歳でした。私はどんな保険に入って頂い

ていたか忘れておりましたが、調べたところ、下の子供さんが20歳になるまで毎月２５万円もらえ

る保険でした。その時に残された家族が生活ができるようになっていて本当に良かったと思いました。

またお客様も「これがなければ生活できなかった」と話されていました。 

 

別のお客様で、こんなこともありました。会社の経営が苦しくなってくると、お客様はどうしても

保険を一番に解約しようとします。気持は十分理解できるのですが、そのお客様は社長様がすでに病

気で生命保険に加入できなかったので、今持っている保険を大切にしなければならないと思っていま

した。ご相談では「もう保険料を払えないから、どうしたらいいだろうか？」とのことでした。「銀

行さんや取引先さんには待って頂いてでも、保険料を払ってください。」とお願いして、払い続けて

もらいました。それから１年くらいで社長さんの病気が悪化して、亡くなられました。でも生命保険

で借入金も清算できました。 

 

今は癌でも医療が進み、治る時代と言いますが、治療貹は莫大にかかります。そのために、ガン保

険はもちろんのこと、先進医療特約がついているのをお勧めします。なにもないときは保険料がもっ

たいないと思うこともありますが、まさかの時のお守りと思って持っておく必要があります。 

 

個人では保障、入院、癌、貯金(お金が貯まる保険)、

介護など、保険料と内容を検討して必要に応じて別々

に買っておくのがいいと思います。企業では借入金の

返済、退職金(社員、役員)、貯金(お金が貯まる保険)、

何かの時に掛けている保険で借入が出来るなどを考

え備えておくとよいでしょう。 

 

保険は、①保険料が安い ②保障が大きい ③お金が貯まる この全部を満たす保険はありません。

お客様のご希望はいつも保険料が安く、保障が高く、お金も貯まる保険ですが、それはちょっと無理

なんです。でもわかっていると迷わず決めやすいと思います。どうぞもう一度お手元の保険証券ご確

認くださいませ。迷った時はエスト保険へご相談ください。 

 

     ありがとうございました。 

 

（㈱大成経営開発社長 近藤 記） 
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 いゃ～さすがにベトナムもこの時期になると一番熱いですね!! みなさ

ま如何お過ごしでしょうか？ 私は相変わらず世界中を飛び回っていま

す。飛び回れる間が華でしょうか？ 飛び回れるくらい健康で、何にもな

い事が一番幸せなのでしょう!! 

 

 今月は、国内や世界を飛び回りながら感じた『ギャップ発想法』につ

いてお話をさせて頂きたいと思います。 

ギャップとは洋服ではなく『他との違い』『他との差』とでもお考えください。このギャップ発想法

とは、意味が分かれば人生にも仕事にも使うことが出来ます。結構面白おかしく活用する事ができま

す。『他と違う』『他との差』があるから面白おかしく興味を引き目立つのです。したがって、商品が

良く売れる経営がうまく行くのです。違いがあり個性があるからうまく行くのです。ブルーオーシャ

ン戦略とも一致します。 

  

それではギャップ発想法の３つの方法を紹介します。まず１つ目に『場所ギャップ発想法』です。

これは東京～熊本、日本～ベトナム、日本～アメリカなどの場所の差を宿します。場所の差を利用

する発想法です。経済という事業は、一つのパターンがモデルとしてあります。後進国が先進国へ

成長するパターン。また日本国内においても情報は伝播するのにタイムラグがあります。東京から

～地方へ。逆に地方から東京へ。などなどです。その場所という商圏ではうまく行かなくても場所

を変えればうまく行く事も多々あるのです。 

 

２つ目に『業界ギャップ発想法』です。自分の業界ではなく他業界で成功しているモデルを見つ

け自分の業界でそれを流用するという考え方です。例えばコンビニエンスで成功したフランチャイズ

化を他の業界で展開するという考え方などです。マーケティングのパターンは、お客様心理学を中心

として流用できる場合が数多くあります。自分の業界で経営方法や商品開発など使えないかなど検討

する余地があります。 

 

３つ目が『成長ギャップ発想法』です。これは成長

の先を読む方法です。高齢化→リフォーム→介護事業

→葬祭業→霊園業。高齢化→ペット産業→ペット霊園。

アジアの成長→外国人の流入→観光→医療→丌動産

の取得→M&A。携帯電話の普及→携帯メール→メー

ルの利用方法→インターネットのコンテンツ→ネッ

トショップ。時代と時流と業界ごとの現状を踏まえ、

その時代の先～成長の先を読む方法です。 

 

常に時代のアンテナを立て観る聴く動く、すべては情報収集が大事になってくると想われます。

我々中小企業は、ギャップ発想法の『他との違い』『他との差』で生き残りを賭ける時代となりまし

た。違いが分かる個性的な会社とでも言うのでしょうか・・・・・？ 

 

来月はあまり聞いた事がないと思いますが、『人口力』 

という事について話をさせて頂きたいと思います。 

 

（大成ベトナム事務所にて 

 大成経営コンサルティンググループ会長 石本 記） 
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平成22年の税制改正、贈不税での注目ポイントは2つ 

① 直系尊属からの住宅等資金の贈不の非課税枠の拡大 

②  相続時精算課税制度の一部変更 

 

① 贈不者(父や母)から受贈者(子や孫)に住宅取得等資金を贈不する場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

② 宅取得等資金の贈不に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ（現行1,000

万円）の特例が廃止され、年齢要件の特例の適用期限が２年延長されます。相続時精算課税制度と

は、丌動産取得資金に限らず、親から複数年で贈不された財産について、2,500万円までなら税金

が掛からないという制度です。特別控除の上乗せ1,000万円の廃止は一見増税のように感じますが、

①の1,500万円の非課税枠と組み合わせれば、全部の非課税枠は2,500万円と1,500万円で

4,000万円となります。さらにこの制度は贈不者1人につき別々の制度の為、最大では、父親から

4,000万円と母親から4,000万円の合計8,000万円まで税金が掛かりません。 

 

具体的な活用法としては、4,000万円全額を自宅の新築や建替の資金として子に贈不すること。ま

たは、1,500万円は住宅資金に2,500万円は賃貸マンションなどの収益物件を購入して安定収益

を稼ぐという活用法があります。たとえ、丌動産価格が値下がりしてしまった場合でも、賃貸収入が

見込めることで悪影響をカバーできます。 

 

  相続や生前贈不の為の資産活用の流れは一段と拡大していきます。なお、丌動産の購入・保有には、

登録免許税・取得税・固定資産税など各種の税金が課せられます。総合的にメリットがある方法をお

選び下さい。是非、事前にご相談を！ 

                                      （㈱船井財産コンサルタンツ熊本 岡村 記）        
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顧問先様のご紹介：茶話本舗デイサービス坪井公園様 

船井財産コンサルタンツ熊本からの“ほっ”とな情報 

今回ご紹介させていただくのは、今年 7 月にオープンしたばかりの茶話本舗デイサービス坪井公園様

です。「民家を改修し、自宅のリビングでくつろぐような住環境で、24 時間 365 日体制で、デイサ

ービスをおこなっております。ご家族様やご利用者様のご要望に可能な限りお応えしますヨ。」とのこ

と。これは有難いですネ！「朝、家族の出勤前に迎えに来て！」「急な用事が入ったので、お泊りでお

願いしたい！」などといった場合でもOK。場所は坪井6 丁目公園前。車で片道30 分圏内なら、送

迎可。お気軽にご見学にお越ください！とのことでしたヨ♪ 

〒860-0863 

熊本市坪井6丁目6番20号 

茶話本舗ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ坪井公園 
TEL 096-341-5968 

FAX 096-341-5969 

介護事業所番号4370107122 

事業所管理者：坪根三千代 

 
精算課税 

2,500万円 

精算課税 

2,500万円 

非課税枠 

1,500万円 

今年がお得！ 

今年は最大 8,000

万円まで贈不税が掛

かりません！ 

非課税枠 

1,000万円 

（計4,000万円） （計3,500万円） 
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